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篇
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埼
玉
工
大
研
究
紀
要

小
稿
で
、
わ
た
く
し
は
こ
の
三
つ
の
点
を
明
ら
か
に
し
、
あ

わ
せ
て
号
令
篇
の
発
想
が
漢
代
初
期
の
実
務
派
官
僚
に
受
け
継

「
墨
子
」
号
令
篇
は
守
城
の
さ
い
の
軍
律
を
論
じ
て
い
る
が
、

こ
の
篇
に
お
い
て
、
注
目
さ
れ
る
論
点
は
つ
ぎ
の
三
点
で
あ
る
。

１
問
題
の
提
起

１
城
邑
の
す
べ
て
の
人
民
、
老
若
男
女
が
、
守
城
の
戦

争
に
参
加
す
る
こ
と
。

２
守
城
戦
争
の
さ
い
の
情
報
伝
達
（
上
位
者
か
ら
下
位

者
へ
の
伝
達
と
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
伝
達
）
が
文

書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
。

３
官
の
民
か
ら
の
食
糧
・
物
財
の
調
達
は
、
官
の
発
行

す
る
「
券
」
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ

、
シ
－
０

「
墨
子
」
号
令
篇
の
文
耆
主
義
に
つ
い
て

が
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
い
。

な
お
、
小
稿
は
号
令
篇
の
成
立
年
代
、
成
立
の
場
の
問
題
を

あ
え
て
考
慮
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
慮
せ
ず
に
、
号
令

篇
の
発
想
を
、
号
令
篇
そ
れ
自
体
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
成
立
年
代
、
と
り
わ
け
成
立
の
場
の
問
題

一

を
解
決
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
方

（

一

）

法
諭
的
期
待
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

注
一
号
令
篇
を
読
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
呉
統
江
「
墨
子
校

注
」
、
岑
仲
勉
「
墨
子
城
守
各
篇
簡
注
」
、
山
田
琢
「
墨
子
下
」

を
参
考
と
し
た
。
ま
た
「
墨
子
」
全
般
に
つ
い
て
は
、
あ
わ

せ
て
孫
諸
譲
「
里
子
間
訪
」
を
も
参
考
し
た
。

原
文
を
改
め
た
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
重
要
な
も

の
の
み
注
記
し
た
。

岡

本

光

生
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さ
ら
に
号
令
篇
は
、
守
城
の
戦
い
に
勝
利
し
、
敵
を
撃
退
し

た
さ
い
の
報
償
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
城
邑
坐

は
な
く
女
性
も
参
加
す
る
。
城
邑
を

「
墨
子
」
号
令
篇
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

２
す
べ
て
の
住
民
に
よ
る
守
城

男
子
有
守
者
爵
、
人
二
級
。
女
子
賜
銭
五
千
。
男
女
老

小
無
分
守
者
、
人
賜
銭
千
、
復
之
三
歳
。

女
子
、
到
大
軍
、
令
行
者
、
男
子
行
左
、
女
子
行
右
、

無
並
行
、
皆
就
其
守
。

女
子
が
大
軍
に
加
わ
る
場
合
。
通
行
す
る
に
は
、
男

子
は
左
側
、
女
子
は
右
側
を
行
き
、
男
女
が
並
び
行
く

こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
み
な
そ
の
守
備
に
つ
く
。

男
子
で
守
備
の
任
に
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
爵

守
る
戦
い
に
は
、
男
性
ば
か
り
で

「
男
女
老
小
無
分
守
者
」
も
報
償
を
得
る
。
か
れ
ら
も
ま
た
、

間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
戦
い
に
か
か
わ
り
、
勝
利
に
貢
献
し

た
か
ら
で
あ
る
。

守
城
の
戦
い
に
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
し
て
、
す
べ
て
の
民

が
参
加
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
戦
い
に
敗
れ
た
城
邑
の
民
が
、

侵
略
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
る
の
か
を
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
る
。

「
墨
子
」
非
攻
下
篇
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

入
其
國
家
遥
境
、
葵
刈
其
禾
稼
、
斬
其
樹
木
、

郭
、
以
浬
其
溝
池
、
擁
殺
其
牲
、
旙
煉
其
祖
廟
、

関
民
、
覆
其
老
弱
、
遷
其
重
器
。

そ
の
国
家
に
侵
入
し
、
農
作
物
を
刈
り
取
り
、
樹
木

を
伐
り
、
城
郭
を
破
壊
し
、
溝
や
池
を
埋
め
、
神
に
供

え
る
犠
牲
の
動
物
を
盗
み
殺
し
、
祖
廟
を
焼
き
、
万
民

位
二
級
を
す
す
め
、
女
子
の
守
備
の
任
に
あ
る
も
の
は
、

銭
五
千
を
与
え
る
。
男
女
の
老
少
の
守
備
の
任
な
き
も

の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
銭
千
を
与
え
る
。
ま
た
賦
役
を

免
ず
る
こ
と
三
年
で
あ
る
。

堕
其
城

勁
殺
其
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天
志
下
篇
の
場
合
、
反
抗
し
た
も
の
は
「
勁
抜
」
さ
れ
、
帰

順
し
た
も
の
は
奴
隷
と
さ
れ
る
。

守
城
の
戦
い
に
敗
れ
る
こ
と
は
、
上
述
の
事
態
を
招
く
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
民
が
、
み
ず
か
ら
の
生
命
と

み
ず
か
ら
の
城
邑
を
守
る
た
め
戦
う
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。

ま
た
天
志
下
篇
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

入
其
邊
境
、
刈
其
禾
稼
、
斬
其
樹
木
、
残
其
城
郭
、
以

抑
其
溝
池
、
焚
嶢
其
祖
廟
、
穰
殺
其
牲
栓
。
民
之
格
者
則

勁
抜
之
、
不
格
者
則
係
累
而
歸
。
丈
夫
以
爲
僕
園
晋
座
、

婦
人
以
爲
舂
酋
。

~
国
境
に
侵
入
し
、
農
作
物
を
刈
り
取
り
、
樹
木
を
斬

り
、
城
郭
を
そ
こ
な
い
、
溝
や
池
を
埋
め
、
祖
廟
を
焼

き
、
神
に
供
え
る
犠
牲
の
動
物
を
盗
み
殺
す
。
歯
向
か

う
も
の
は
殺
し
、
歯
向
か
わ
な
い
も
の
は
捕
虜
と
し
て

連
れ
て
帰
る
。
男
子
は
厭
者
や
馬
丁
、
刑
徒
と
し
て
伽

か
せ
、
女
子
は
臼
挽
き
や
酒
造
り
と
し
て
働
か
せ
る
。

を
刺
殺
し
、
老
幼
を
滅
ぼ
し
、
宝
物
を
奪
い
取
る
。

成
年
男
女
の
人
民
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、

守
城
の
た
め
の
軍
事
組
織
に
お
い
て
、
重
要
な
情
報
は
、
文
書

に
よ
っ
て
す
べ
て
の
構
成
員
に
伝
達
さ
れ
、
明
示
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
部
署
を
守
る
人
間
の
名
札
を
そ
の
部
署
の

入
り
口
に
掲
示
す
る
。
不
法
侵
入
者
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
ス
パ

イ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

あ
る
い
は

３
守
城
の
さ
い
の
情
報
伝
達

吏
卒
民
、
各
自
大
書
於
桀
、
著
之
其
署
隔
。

人
自
大
書
版
、
著
之
其
署
隔
、
守
必
謀
其
先
後
。
非
其
署

而
妄
入
之
者
、
断
。

吏
、
卒
、
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
姓
名
を
木
札
に

書
い
て
、
そ
れ
を
そ
の
部
署
に
掲
げ
る
。

各
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
姓
名
を
木
札
に
書
い
て

~
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ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
誰
が
ど
の
部
署
に
い
る
か
、
ま

た
い
る
べ
き
か
は
、
木
札
と
い
う
文
書
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

文
書
に
よ
っ
て
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
ま
た
つ

守
備
の
規
程
を
文
書
化
し
、
陣
営
の
各
所
に
掲
示
し
、
兵
士

た
ち
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
情
報
は
文
書
化
さ
れ
、

公
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

爲
守
備
程
而
署
之
日
某
程
。
置
署
術
街
衡
階
若
門
、
令
往

来
者
皆
視
而
放
。

そ
れ
を
そ
の
部
署
に
掲
げ
る
。
太
守
は
か
な
ら
ず
そ
の

部
署
に
到
り
、
執
務
す
る
始
め
と
終
わ
り
と
を
査
察
す

る
。
所
定
の
部
署
で
な
い
部
署
に
み
だ
り
に
入
る
も
の

は
、
処
罰
さ
れ
る
。

守
備
の
規
程
を
作
り
、
そ
の
標
題
を
「
何
々
の
規

程
」
と
名
づ
け
る
。
そ
し
て
道
路
や
階
段
や
門
に
掲
示

し
、
往
来
す
る
も
の
に
遵
守
さ
せ
る
。

文
書
化
さ
れ
る
情
報
は
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
一
般
的

な
命
令
ば
か
り
で
は
な
い
。
特
定
の
任
務
の
指
令
も
文
書
に

よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。

こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
た
使
者
が
、

箇
条
書
き
さ
れ
た
上
官
の
命
令
を
現
場
に
伝
達
す
る
こ
と
が
あ

き
ら
か
に
な
る
。

下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
情
報
伝
達
も
ま
た
文
書
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。

守
節
出
入
、
使
主
節
必
疏
書
。
（
雑
守
）

諸
可
以
便
事
者
、
亟
以
疏
傳
言
守
。
吏
卒
民
、
欲
言
事
者
、

亟
爲
傳
言
請
之
。
吏
稽
留
不
言
請
者
、
断
。

太
守
の
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
所
持
し
た
も
の
の

出
入
。
身
分
証
明
書
に
か
か
わ
る
事
柄
を
掌
る
役
人
に

命
じ
て
、
か
な
ら
ず
そ
の
任
務
を
箇
条
書
き
に
す
る
。

す
べ
て
利
益
を
も
た
ら
す
は
ず
の
事
柄
は
、
す
み
や

か
に
箇
条
書
き
に
し
て
太
守
に
伝
言
す
る
。
吏
、
卒
、
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以
上
は
直
接
戦
闘
に
参
加
す
る
も
の
の
間
の
情
報
伝
達
が
文

書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

守
城
の
戦
闘
は
、
敵
の
包
囲
、
封
鎖
に
耐
え
る
戦
い
で
あ
る
。

戦
い
が
長
期
に
わ
た
り
、
守
備
軍
の
備
蓄
し
て
い
た
食
糧
が

不
足
す
る
か
も
し
れ
な
い
・

号
令
篇
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
い
、
７
。

４
民
の
納
粟
に
か
か
わ
る
文
書
化

微簿
得者
0 ，

皆吏
断與
0 ，WL

民
で
上
言
し
た
い
も
の
は
、
す
み
や
か
に
伝
言
し
た
い

旨
、
担
当
の
役
人
に
願
い
出
る
。
伝
言
を
滞
ら
せ
た
り

あ
る
い
は
伝
言
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
担
当
の

役
人
は
処
罰
さ
れ
る
。

度
食
不
足
、
令
民
自
占
家
五
種
石
斗
數
、
爲
期
、
其
在

者
、
吏
與
雑
觜
。
期
謹
、
匿
不
占
、
占
不
悉
、
令
吏
卒

守
城
の
た
め
の
食
糧
を
計
量
し
て
足
り
な
い
場
合
に

そ
れ
ぞ
れ
の
民
が
備
蓄
し
て
い
る
穀
物
量
を
期
日
を
定
め
、

吏
を
と
お
し
て
官
に
申
告
さ
せ
る
、
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
具
体

的
に
万
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

民
は
、
住
所
、
氏
名
、
家
族
数
、
積
粟
量
、
出
粟
期
限
を
官

に
申
告
す
る
の
で
あ
る
。

某
県
某
里
某
子
家
、
食
口
二
人
、
積
粟
六
百
石
。
某
里

某
子
家
、
食
口
十
人
、
積
粟
百
石
。
出
粟
米
有
期
限
。

は
人
民
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
家
の
五
穀
の
数
量
を

見
積
も
ら
せ
て
、
期
限
を
定
め
て
報
告
さ
せ
、
そ
の
簿

書
に
登
記
し
た
数
量
を
役
人
が
確
認
し
て
お
く
。
期
限

が
過
ぎ
て
も
、
見
積
も
り
を
報
告
せ
ず
、
ま
た
過
少
に

報
告
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
役
人
や
兵
士
に
調
査
さ

せ
て
、
み
な
処
罰
す
る
。

何
々
県
何
々
里
誰
々
の
家
、
労
働
人
員
二
人
、
貯
蔵

粟
米
量
六
百
石
。
何
々
県
何
々
里
誰
々
の
家
、
労
働
人

員
十
人
、
貯
蔵
の
粟
米
量
百
石
。
粟
米
を
供
出
す
る
期

限
は
何
日
ま
で
。
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こ
の
場
合
、
号
令
篇
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
申
告
は
一
定

の
形
式
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
文
書
化
の

徹
底
し
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
官
は
民
に
穀
物
の
備
蓄
量
を
報
告
さ
せ
、
必
要
が

あ
れ
ば
、
供
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
無
償
で
供

出
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（

一

）

令
許
之

収
粟
米
・
布
帛
・
銭
金
・
牛
馬
・
畜
産
、
皆
爲
平
直
其

買
、
與
主
人
券
書
之
。
事
已
、
皆
各
以
其
買
賠
償
之
、
又

用
其
買
貴
賎
多
少
賜
爵
。
欲
爲
吏
者
許
之
。
其
不
欲
爲
吏
、

而
欲
以
受
賜
賞
爵
禄
、
若
賊
出
親
戚
、
所
知
罪
人
者
、
以

穀
類
、
布
帛
、
金
銭
、
牛
馬
、
畜
産
を
収
納
す
る
に

は
、
み
な
そ
の
価
格
を
公
平
に
し
、
そ
の
持
ち
主
に

「
券
」
を
交
付
し
、
記
録
し
て
お
く
。
戦
争
が
終
わ
れ

ば
、
み
な
そ
の
価
格
を
以
て
賠
償
し
、
ま
た
そ
の
価
格

の
高
低
多
少
に
よ
っ
て
爵
位
を
与
え
る
。
「
吏
」
（
下
級

の
役
人
）
に
な
り
た
い
も
の
は
、
こ
れ
を
許
し
、
そ
れ

を
希
望
せ
ず
恩
賞
の
爵
緑
を
受
け
、
親
戚
や
知
人
の
た

め
に
罪
を
賄
う
こ
と
を
望
も
の
が
あ
れ
ば
、
法
令
を
以

こ
こ
で
も
、
官
と
民
と
の
売
買
関
係
は
、
「
券
」
に
よ
っ
て
明

示
さ
れ
る
。

官
が
民
の
所
有
物
を
な
ん
ら
か
の
事
情
で
接
収
す
る
場
合
に

も
、
文
書
が
介
在
す
る
。

官
は
民
か
ら
基
準
価
格
で
購
入
し
、
証
書
を
交
付
す
る
。
戦

争
が
終
わ
れ
ば
、
証
書
に
基
づ
い
て
金
額
を
支
払
う
、
し
か
も

爵
、
吏
職
、
刑
罰
と
も
交
換
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

戦
時
に
あ
っ
て
、
官
が
民
の
備
蓄
す
る
粟
米
を
購
入
し
、
証

書
を
交
付
す
る
、
と
い
う
発
想
は
号
令
篇
ば
か
り
で
な
く
、
雑

守
篇
に
も
み
ら
れ
る
。

民
献
粟
米
・
布
帛
・
銭
金
・
牛
馬
・
畜
産
、
皆
爲
置
平

賀
、
與
主
人
券
耆
之
。

民
が
、
穀
類
、
布
帛
、
金
銭
、
牛
馬
、
畜
産
を
献
納

す
る
と
き
は
、
み
な
そ
の
価
格
を
公
平
に
し
、
そ
の
持

ち
主
に
「
券
」
を
与
え
て
、
記
録
し
て
お
く
。

て
こ
れ
を
許
す
。



｢里子」号令篇の文書主義について23

接
収
物
を
記
録
し
た
「
券
」
に
も
と
づ
い
て
、
戦
後
、
接
収

物
を
返
却
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
も
官
と
民
と
の
関

係
は
文
書
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

号
令
篇
に
あ
っ
て
、
粟
米
、
官
の
発
行
し
た
「
券
」
、
爵
吏

職
、
刑
罰
は
、
た
が
い
に
交
換
可
能
で
あ
り
、
「
券
」
は
、
一
連

の
交
換
過
程
の
結
節
点
に
位
置
し
て
い
る
。
官
の
発
行
し
た

「
券
」
は
、
紙
幣
と
し
て
の
性
格
を
、
萌
芽
で
は
あ
る
が
、
も
っ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

注
一
こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
雑
守
篇
の
類
似
の
表
現
を
参
照

し
、
呉
統
江
、
山
田
琢
ら
の
校
定
と
解
釈
に
従
っ
た
。

諸
可
以
攻
城
者
、
謡
内
城
中
、
令
其
人
各
有
以
記
之
。

事
已
、
各
以
其
記
取
之
。
吏
爲
之
券
、
書
其
枚
数
。

敵
が
城
を
攻
撃
す
る
の
に
役
立
つ
す
べ
て
の
も
の
は
、

こ
と
ご
と
く
城
中
に
移
し
入
れ
る
。
そ
の
所
有
者
の
お

の
お
の
に
記
録
さ
せ
て
お
く
。
戦
争
が
終
わ
れ
ば
、
お

の
お
の
そ
の
記
録
に
も
と
づ
い
て
物
件
を
受
け
取
る
。

役
人
が
「
券
」
を
作
り
、
そ
の
枚
数
を
書
き
つ
け
て
お

く
○

戦
時
に
お
い
て
、
粟
米
を
有
償
で
徴
発
す
る
、
と
い
う
号
令

~~
~ 篇

の
発
想
は
、
換
言
す
れ
ば
、
粟
米
と
貨
幣
と
を
「
交
換
」
す

る
発
想
で
あ
る
が
、
先
秦
の
思
想
家
の
な
か
で
、
「
交
換
」
の
問

題
に
深
い
関
心
を
よ
せ
た
思
想
家
は
孟
子
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
孟
子
と
号
令
篇
と
の
交
換
に
か
か
わ
る
言
説
を
、

以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
対
比
し
て
み
た
い
。

１
交
換
の
お
こ
な
わ
怒
る
時

２
交
換
の
お
こ
な
わ
れ
る
場

３
交
換
へ
の
参
加
者
た
ち
の
立
場

４
参
加
者
た
ち
の
も
つ
情
報
量
の
格
差

５
な
に
と
な
に
が
交
換
さ
れ
る
の
か

号
令
篇
に
あ
っ
て
、
交
換
は
守
城
戦
の
時
と
い
う
非
常
時
に

行
わ
れ
る
。

交
換
の
場
は
と
く
に
設
定
さ
れ
て
は
い
な
い
・

交
換
へ
の
参
加
者
は
、
官
と
民
と
で
あ
る
。

参
加
者
た
ち
の
も
つ
情
報
量
の
格
差
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

号
令
篇
は
、
守
城
戦
の
時
に
お
け
る
粟
米
賊
入
に
つ
い
て
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

４
「
交
換
」
を
め
ぐ
る
号
令
篇
と
孟
子
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つ
ま
り
情
報
は
官
が
独
占
す
る
の
で
あ
る
。

交
換
さ
れ
る
も
の
、
号
令
篇
に
あ
っ
て
は
、
粟
米
・
銭
金
・

牛
馬
・
畜
産
と
官
の
発
行
す
る
「
券
」
と
が
交
換
さ
れ
る
。
さ

ら
に
は
「
券
」
は
貨
幣
、
爵
、
吏
職
、
刑
罰
と
交
換
さ
れ
る
。

孟
子
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
、
７
か
。

孟
子
は
い
う
。

古
之
爲
市
也
、
以
其
所
有
、
易
其
所
無
者
。
有
司
治
之

耳
。
有
賤
丈
夫
焉
。
必
求
塑
断
而
登
之
、
以
左
右
望
而
同

市
利
。
人
皆
以
爲
賎
。
故
從
而
征
之
。
征
商
自
此
賤
丈
夫

始
美
。
（
公
孫
丑
下
）

愼
無
令
民
知
粟
米
多
少
。

む
か
し
の
市
場
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加

者
が
自
分
の
余
剰
物
と
自
分
の
不
足
物
と
を
た
が
い
に

交
換
す
る
場
で
あ
っ
た
。
役
人
は
た
だ
こ
れ
を
管
理
す

慎
重
に
し
て
民
に
穀
物
の
貯
蔵
量
の
多
少
を
知
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
ま
た
い
う

子
不
通
功
易
事
以
羨
補
不
足
、
則
農
有
餘
粟
、
女
有
餘

布
。
子
如
通
之
、
則
梓
匠
輪
輿
、
皆
得
食
於
子
。
（
滕
文
公

下
一

一
~
~
、

き
み
が
、
も
し
仕
事
の
結
果
で
あ
る
生
産
物
を
流
通

さ
せ
、
余
分
な
も
の
を
以
て
不
足
な
も
の
を
補
う
と
い

う
務
め
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
農
民
に
は
余
剰
の
穀
物

が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
農
夫
の
妻
に
は
余
剰
の
布
が
あ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
き
み
が
、
も
し
こ
れ
ら
を

流
通
さ
せ
れ
ば
、
木
工
や
車
輪
工
と
い
っ
た
手
工
業
者

も
そ
れ
ら
を
入
手
で
き
る
。
つ
ま
り
、
き
み
の
お
か
げ

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
一
人
の
い
や

し
い
男
が
い
て
、
小
高
い
丘
に
登
り
、
市
場
全
体
を
み

ま
わ
し
て
、
こ
ち
ら
で
安
く
買
っ
て
は
あ
ち
ら
で
高
く

売
っ
て
、
差
益
を
わ
が
も
の
と
し
て
い
た
。
そ
れ
で

人
々
は
こ
の
男
を
卑
し
ん
だ
。
か
く
て
、
こ
の
男
に
税

を
か
け
る
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。
商
人
に
税
を
か
け

る
こ
と
は
、
こ
の
男
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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孟
子
に
あ
っ
て
、
交
換
は
、
平
常
時
に
常
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

交
換
の
場
と
し
て
は
「
市
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

参
加
者
は
、
農
民
や
工
人
と
い
っ
た
一
般
の
民
で
あ
る
。

小
高
い
丘
に
登
り
、
「
市
」
全
体
の
需
給
状
況
を
い
ち
早
く

知
っ
た
も
の
、
い
わ
ば
最
新
情
報
の
独
占
者
は
、
孟
子
に
よ
れ

ば
「
人
み
な
賎
し
と
な
す
」
と
し
て
否
定
さ
れ
桑
。
情
報
は
独

占
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
号
令
篇
と
は
異
な
っ
て
、
有
司
、
す
な
わ
ち
官
は
、
「
市
」

の
参
加
者
で
は
な
く
、
参
加
者
間
の
情
報
格
差
を
解
消
し
、
交

換
の
公
平
さ
を
保
つ
「
市
」
の
管
理
者
な
の
で
あ
る
。

交
換
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
。
上
引
の
箇
所
で
は
農
民
夫
婦

の
生
産
す
る
衣
食
の
財
と
手
工
業
者
の
生
産
す
る
手
工
業
製
品

と
が
交
換
さ
れ
、
ま
た
同
じ
滕
文
公
上
篇
に
み
え
る
孟
子
と
自

給
自
足
論
者
の
陳
相
と
の
対
話
に
お
い
て
は
、
孟
子
は
、
陳
相

自
身
に
、
か
れ
ら
の
生
産
す
る
穀
物
は
、
絹
織
物
、
鉄
製
農
具
、

陶
器
を
は
じ
め
と
す
る
「
百
工
」
の
製
作
物
と
交
換
さ
れ
る
、

と
言
わ
し
め
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
交
換
に
さ
い
し
て
、

で
か
れ
ら
は
食
糧
を
入
手
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

交
換
の
媒
介
物
と
し
て
の
貨
幣
へ
の
言
及
が
、
陳
相
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
と
し
て
、
孟
子
に
も
ま
っ
た
く
み
え
な
い
こ
と
で
あ

う
（
》
○号

令
篇
に
お
け
る
「
券
」
が
交
換
の
結
節
点
に
位
置
し
、
そ

の
意
味
で
貨
幣
の
萌
芽
と
考
え
ら
れ
る
の
に
た
い
し
、
孟
子
が

な
に
ゆ
え
に
貨
幣
、
す
な
わ
ち
交
換
の
媒
介
物
を
想
定
し
な

か
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
別
に
考
察
す
べ
き
重
要
な
問
題
だ
と
思

わ
れ
が
、
こ
こ
で
は
、
孟
子
に
お
け
る
交
換
に
さ
い
し
、
交
換

さ
れ
る
も
の
が
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
、
日
常
生
活
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
消
費
さ
れ
、
使
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
の
の
経
済
価
値

は
、
い
わ
ゆ
る
「
使
用
価
値
」
の
方
向
に
お
い
て
の
み
把
握
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
交
換
」
に
か
ん
す
る
号
令
篇
と
孟

子
と
の
考
え
方
の
相
違
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

注
一
「
墨
子
」
十
論
二
十
三
篇
の
経
済
思
想
、
す
な
わ
ち
平
常

時
の
経
済
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
里
子
』
に
お
け
る
財

の
交
換
」
（
「
東
洋
の
思
想
と
宗
教
」
九
号
一
九
九
二
年
六

月
）
を
参
照
の
こ
と
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規
則
や
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
命
令
、
下
位
者
か
ら
上
位

者
へ
の
進
言
は
文
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
文
書

主
義
」
は
、
号
令
篇
に
お
い
て
は
、
守
城
の
戦
い
と
い
う
非
常

時
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
文
書
主
義
」
は
非
常
時
に
の
み

限
ら
れ
る
方
法
で
あ
ろ
う
か
、
平
常
時
に
は
採
用
さ
れ
な
い
方

法
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
は
尚
同
上
篇
に

み
え
る
つ
ぎ
の
文
章
で
あ
る
（
同
様
の
文
章
は
尚
同
中
篇
、
下

篇
に
も
あ
る
）
。
５
里
長
か
ら
里
民
へ
の
情
報
伝
達
と
文
書
主
義

言郷聞
、長善里
去之而長
若所不者
不非善里
釜 、 、之限。

行必必仁
、皆以人
學非告也
郷之郷 ・
長 。長里
之去 。長
善若郷發
行不長政
・善之里
言所之
、是百
學 、姓
郷必 。
長皆言
之是日
釜ナ 、
』．～

○

人
民
に
発
し
て
い
う
。

善
と
不
善
と
を
耳
に
し
た
ら
、
か
な
ら
ず
郷
長
に
告

里
長
は
里
の
人
格
者
で
あ
る
。
里
長
は
政
令
を
里
の
６
号
令
篇
の
発
想
と
そ
の
後
の
展
開

こ
こ
で
は
里
長
が
里
民
に
む
け
て
政
令
を
発
す
る
こ
と
と
発

し
た
政
令
の
内
容
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

戦
国
時
代
の
里
は
、
四
百
五
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
面
積
、

戸
数
は
千
、
人
口
は
五
、
六
千
人
で
あ
る
。
墨
子
も
そ
う
い
う

常
識
に
し
た
が
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ

れ
ほ
ど
の
人
数
に
た
い
し
て
口
頭
で
政
を
発
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。
文
章
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
考
え
て
、
内
容
を
箇
条
書
き
に

し
て
里
の
各
所
に
掲
示
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
号
令
篇
の
発
想
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
漢
代
文
帝
期

注
一
「
墨
子
」
上
（
渡
辺
卓
注
訳
集
英
社
）
一
七
四
頁
参

昭

路 げ
よ
・
郷
長
の
是
と
す
る
事
柄
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず
是

と
せ
よ
。
郷
長
の
非
と
す
る
事
柄
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず

非
と
せ
よ
・
~
そ
な
た
た
ち
の
不
善
の
言
を
去
っ
て
郷
長

の
善
言
に
学
べ
よ
。
そ
な
た
た
ち
の
不
善
の
行
を
去
っ

て
郷
長
の
善
行
に
学
べ
よ
。
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晶
錯
は
こ
の
よ
う
な
提
言
を
し
、
文
帝
は
そ
れ
を
実
行
す
る
。

入
粟
の
石
数
に
応
じ
て
、
授
爵
の
点
数
に
差
を
も
う
け
る
の
で

あ
る
（
爵
を
点
数
で
数
え
る
、
と
い
う
発
想
は
号
令
篇
に
も
み

ら
れ
る
）
・

こ
こ
に
も
、
粟
と
爵
と
罪
と
が
た
が
い
に
交
換
可
能
で
あ
る

こ
と
が
、
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

晶
錯
は
こ
の
提
言
は
、
旬
奴
の
侵
略
か
ら
中
国
を
防
衛
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
な
さ
れ
た
。
守
城
の
戦
い
の
さ
い
に

発
想
さ
れ
た
号
令
篇
と
類
似
し
て
い
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
な

（
辛
）
Ｏ

ｖ の
実
務
派
官
僚
、
晶
錯
（
？
〜
一
五
四
Ｂ
Ｃ
）
が
文
帝
に
上
書

し
た
文
章
を
み
よ
、
７
。

今
募
天
下
入
粟
県
官
、
得
以
拝
爵
、
得
以
除
罪
。
（
漢
書

食
貨
志
）天

下
の
人
民
に
募
っ
て
、
穀
物
を
政
府
に
納
入
さ
せ
、

爵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
罪
を
免
除

で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

以
上
、
号
令
篇
の
「
文
書
主
義
」
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
「
文
書
主
義
」
を
実
行
す
る
場
合
、
つ
ぎ
の
二
点
が
前
提
と

な
る
。

１
す
べ
て
の
人
民
が
文
字
を
読
め
る
。

２
す
べ
て
の
人
民
が
規
則
と
命
令
と
を
み
ず
か
ら
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
民
が
文
字
を
読
め
な
け
れ
ば
、
命
令
も
行
き
渡
ら
な
い
・

中
国
古
代
の
人
民
の
識
字
率
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
、
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
号
令
篇
は
、
す
べ
て
の
人
民
が
、
箇
条
書

注
一
岑
仲
勉
は
、
「
墨
子
城
守
各
篇
簡
注
」
に
お
い
て
、
号
令
篇

の
納
粟
授
爵
の
発
想
を
「
史
記
」
平
準
書
に
み
え
る
「
武
功

爵
を
買
っ
て
吏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た
こ

と
」
、
あ
る
い
は
「
卜
式
が
財
産
を
政
府
に
供
出
し
て
中
郎

と
な
っ
た
こ
と
」
の
先
例
で
あ
る
、
と
す
る
。

な
お
、
「
墨
子
」
号
令
篇
と
漢
代
西
北
辺
境
の
軍
事
都
市
の

進
構
か
ら
発
見
さ
れ
た
軍
事
に
か
か
わ
る
内
容
を
持
つ
漢

簡
と
の
比
較
、
対
照
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
陳
直
「
墨
子
備

城
門
等
篇
與
居
延
漢
簡
」
（
「
中
国
史
研
究
」
一
九
八
○
年
第

一
期
）
が
先
駆
的
論
文
で
あ
る
。

７
お
わ
り
に
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き
さ
れ
た
簡
単
な
文
章
な
ら
ば
読
め
る
、
と
前
提
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
文
書
主
義
」
と
い
う
発
想
も
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

人
民
は
文
字
に
よ
っ
て
規
則
と
命
令
を
認
識
し
、
守
城
の
戦

争
に
直
接
に
、
あ
る
い
は
間
接
に
参
加
す
る
、
人
民
は
支
配
さ

れ
る
客
体
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
城
邑
の
運
命
に
か
か
わ
る
主

体
で
あ
っ
た
。

「
論
語
」
に
「
民
可
使
由
之
、
不
可
使
知
之
」
（
泰
伯
）
と
あ

る
。
「
論
語
」
の
民
は
、
な
に
も
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と

さ
れ
て
い
る
。
民
は
、
も
っ
ぱ
ら
支
配
の
対
象
、
客
体
で
あ
っ

て
、
号
令
篇
の
人
民
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
。

戦
争
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
論
語
」
で
は
、
民
は
侵
略
者
に

よ
っ
て
一
方
的
に
被
害
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
が
、
号
令
篇
の

民
は
、
侵
略
に
抗
し
、
わ
が
城
邑
を
守
っ
て
勇
敢
に
戦
う
存
在

~~
~で

あ
る
。

注
一
小
稿
は
二
○
○
一
年
、
七
月
、
中
国
・
北
京
で
開
催
さ
れ

た
第
五
回
墨
学
国
際
研
討
会
に
提
出
し
た
中
国
語
論
文
「
關

子
『
墨
子
』
號
令
篇
的
文
書
主
義
」
に
も
と
づ
き
、
若
干
の

補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
国
語
論
文
は
二
年
後
に
発
表
さ
れ
る
研
討
会
の
報
告

害
に
所
収
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。


